
藪路木島鳥獣保護区98

宇久鳥獣保護区
44

野崎島鳥獣保護区

89

赤島鳥獣保護区
93

美良島・倉島・
平島鳥獣保護区

88

崎戸西部諸島
鳥獣保護区

有川鳥獣保護区

祝言島鳥獣保護区 86

43

100

斑島鳥獣保護区
104

佐 世 保 市
SASEBO

小 値 賀 町
ODIKA

小 値 賀 町
ODIKA

新 上 五 島 町
SHINKAMIGOTOU

西 海 市
SAIKAI

129°7′22″

129°0′

128°59′52″

33°15′12″

33°10′12″

33°10′12″

33°5′12″

4929―714

4929―712

4929―614

4929―612

4929―514

4929―512

4929―414

4929―713

4929―711

4929―613

4929―611

4929―513

4929―511

4929―413

4929―411 4929―412

4929―702

4928―6724928―671

4928―5744928―573

4929―604

4929―602

4929―504

4929―502

4929―404

4929―402

4929―701

4929―603

4929―601

4929―503

4929―501

4929―403

4929―401

佐世保市

小値賀町

新
上
五
島
町五

島

島

列

五島市

福江島

久賀島

奈留島

若松島
中通島

宇久島

北松浦郡

南松浦郡

10

鳥獣保護区

鳥獣保護区
特別保護地区

特例休猟区
（イノシシ、シカを除く）

特定猟具使用
禁止区域（銃）

ライフル銃
使用禁止区域

コウライキジ
捕獲禁止区域

メスコウライキジ
捕獲禁止区域

自然公園法による
特別保護地区

国有林及び
官 行 造 林

凡　　例

※メッシュ番号が
　H26より７ケタに
　変更されています。


